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きたかみ
景観資産

▲

次の広報発行日は３月８日(金)です ▲
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　敷地内の小屋の中で死んでいた、｢神の使い｣と言わ

れる真っ白い狐を祀
まつ

ったのが始まりといわれ、神社を

中心に田園地帯の良好な景観が保たれている。子ども

たちの遊び場であり秋祭りなどの行事が行われ、地域

住民の憩いの場となっている。
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下川原
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下川原
稲荷神社

■登録番号　60
■認定団体　鬼柳町自治振興協議会
■所  在  地　鬼柳町下川原地内
■｢きたかみ景観資産｣認定日　平成23年１月20日
■活動内容　地域の守護神である神社の保全と環境整
　　　　　　備。昔ながらの祭りや年中行事での奉納

〔きたかみ景観資産認定制度〕

　地域の景観資源の価値を見直し、認め合うことで、景観をきっかけとしたまちづくり活動につなげ、貴重な
資産として次世代へ残していくことを目指し創設した制度です。地域の大切な景観とそれを守り、創

つ く

り、育て
るために地域の皆さんが取り組んでいる活動を｢きたかみ景観資産｣として認定しています。

都市計画課  内線  4313・4314


